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１ ．はじめに
支出に関する事務については、新人からベテ
ランまで、あらゆる職員が頭を悩ませているか
と思います。以前、本誌において「支出負担行
為［１］」について解説した際も、多くの反響があ
りました。本稿では、その続きとして、支出負
担行為の後段の手続きである「支出命令」にフ
ォーカスして、解説をします。
支出命令に関する事務といえば、過去の書類
や手順を模倣して行うといったような機械的な
手続きになりがちかもしれません。そこで、今
一度、その本質や関連する法令などについて、
確認することにしましょう。

2 ．支出の手続きの概要
まず、支出命令の概要を、支出の手続きの流
れの中から確認します。
支出を行うにあたっては、まず地方公共団体

の長（以下「長」という。）が、契約や補助金の
交付決定などの、支出の原因となる行為（支出
負担行為）をします（地方自治法（以下「法」
という。）第232条の 3）。
そして、当該支出負担行為について、支出を
行うべき時期が到来したら、長が会計管理者に
対して支出の命令をします。これが「支出命令」
と呼ばれているものです。会計管理者はこの命
令がなければ、各種の支出をすることができま
せん（法第232条の ４第 １項）。
ただし、会計管理者は、支出命令を受けた場合
でも、当該支出負担行為が法令又は予算に違反
していないこと等を確認した上でなければ、支
出をすることができません（法第232条の ４第 2
項）。会計部門の職員から支出に関する手続きや

書類等の不備を指摘されるのは、主にこの規定
によるものです。

3 ．原則的な支出の方法
支出命令が行われるためには、図表 １の①及

び②を満たしていることが原則です。

図表 1　支出の原則

以上について、自治体が事業者からパソコン
を購入し、その対価として１00万円を支出する
場合を具体例にすると、図表 2のような流れと
なります。

図表 2　支出の手続きの原則的な流れの例
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このように、支出の手続きの原則は、あえて
簡潔に要約するとすれば、「後払い」といえる
でしょう。

4 ．例外的な支出の方法
一方、例外として、法第232条の ５ 第 2 項に
は「資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地
払又は口座振替の方法」ができると規定されて
います。これらは先の図表 １の①、②のいずれ
か又は両方を満たさないという点で、例外とな
ります。このうち、自治体職員が比較的多く取
り扱うと思われる資金前渡、概算払、前金払に
ついて、以下の図表 3にまとめます。

図表 3　支出の例外の一例

なお、参考として、これらのうち若干特殊な
事務の流れとなる資金前渡について、図表 ４に
て手順を示します。また、概算払や前金払は、
あえて簡潔に要約するとすれば、「先払い」と
いえるでしょう。
また、皆さんが行う支出は、口座振替の方法

によるものがほとんどかと思います。しかしこ
れも法令上は、債権者から申出があった場合に
可能という、例外的な扱いとなっています。
なお、以上のような例外については、これを

行ってもよい経費や条件が、地方自治法施行令

図表 4　資金前渡の事務の流れ

（第１6１条から第１6５条の 2 まで）や各自治体の
規則等に定められています。あくまでこれらに
限定されるべきであることに注意が必要です。
例えば、図表 2のパソコン購入のような例にお
いて、単に事業者が前金払を強く要望し、これ
を契約の条件としているというだけでは、前金
払の方法をとることはできません（行政実例（昭
和29年 9 月１0日自丁行発第１62号））。

5 ．おわりに
「支出命令」について、改めて理解を深めて
いただけたでしょうか。もしかしたら、資金前
渡などといった例外的な手続きを、前例踏襲と
いう形で「当たり前」のように行っていた方も
いらっしゃるかもしれません。今一度、自身が
行っている支出命令に関する事務が適切である
か、見直してみてはいかがでしょうか。
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